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第 5 章 学校施設整備の基本的な方針 

5-1 学校施設⾧寿命化計画の基本方針                       

本計画の上位計画となる「公共施設等総合管理計画」の基本目標や基本方針、施設類型別方針

を受け継ぎ、第２章「学校施設の目指すべき姿」を踏まえ、長寿命化計画の基本方針を次のとお

り定めます。 

＜方針１＞ 予防保全による長寿命化の推進 

 学校施設の安全性を長期にわたって確保するとともに、財政負担の軽減・平準化を図る

ため、従来の「事後保全型」1の管理から「予防保全型」2の管理へ可能な範囲で転換し、

長寿命化改修の整備手法を取り入れることにより、長寿命化を推進します。 

 学校施設の長寿命化改修にあたっては、財政状況を踏まえて、教育環境の質的向上や地

域の防災拠点としての機能維持など長期的な社会ニーズの変化に柔軟に対応可能で、将

来容易に機能の転用などが図れる手法等を検討します。また、ライフサイクルコスト3を

考慮し総合的なコスト削減に向けた改修計画を検討します。 

 幼稚園や留守家庭児童育成クラブについては、「川西市子ども・子育て計画」に基づき、

安全・安心で快適な教育環境が提供できるよう必要な改修等を行います。 

＜方針２＞ 施設総量・配置の適正化 

 学校施設の長寿命化改修時や改築時には、今後の児童・生徒数の減少に応じて減築する

等規模縮減を図ることや、地域に必要な機能配置など他施設との複合化を検討します。 

 幼稚園については、「川西市子ども・子育て計画」との整合を図りながら、今後のあり

方について検討します。 

 留守家庭児童育成クラブについては、今後の児童・生徒数の減少に応じて発生する余裕

教室の活用を基本とした環境整備を検討します。 

＜方針３＞ 施設管理・運営の適正化 

 学校施設の整備や維持管理・運営については、効果的・効率的な市民サービスの提供と

ライフサイクルコストの縮減など財政負担の軽減を図るため、ＰＰＰ4・ＰＦＩ5など民間

活力の導入を検討します。 

 「予防保全型」の管理を効果的に推進するため、定期的な点検・調査等を実施し、維持

保全に必要なデータの管理方法を定め、工事改修履歴の作成など、保全に係る情報整理

を行います。 

 
1 事後保全とは、経年劣化（通常の使用による損耗）による不具合や故障が明らかになった後で原状回復のための修繕を行うこと。 
2 予防保全とは、定期点検の結果、予想される不具合に対して事前に対処し、建物の安全確保（事故防止）や機能維持（劣化防止）を図り、使用時 

 の故障などを未然に防ぐこと。 

3 ライフサイクルコストとは、建物の生涯（企画から設計・建設・管理運営・修繕・解体までのライフサイクル）に発生する全ての経費のこと。 
4 PPP とは、Public Private Partnership の略。民間資金やノウハウを生かして行政と民間が相互に連携してサービスを提供したり、協働して課題 

を解決することであり、官民連携ともいう。 
5 PFI とは、Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、 

効率化やサービス向上を図る公共事業の手法のこと。 
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5-2 学校施設の⾧寿命化の推進                    

(1)長寿命化の推進 

 長寿命化とは、建物を将来にわたって長く使い続けるため、使用年数を延ばし有効利用する考

え方で、以下の方法で推進します。 

① 予防保全型管理への転換 

老朽化による不具合や故障が生じた後で修繕等を行う事後保全型管理から、定期点検の結 

果、予想される不具合に対して事前に対処し、建物の安全確保（事故防止）や機能維持（劣化 

防止）を図り、使用時の故障などを未然に防ぐ予防保全型管理へ転換し、計画的な保全を行い 

ます。 

② 長寿命化改修の実施 

 長寿命化改修では、予防保全的に内外装や設備等を良好な状態に戻す機能回復工事に加え、 

下表のとおり躯体の健全性を確保するための耐久性向上や施設の機能及び性能を、その時点 

で学校に求められている水準まで引き上げる改修を行います。 

 

建物の耐久力の向上 

 構造躯体の経年劣化を回復するもの（コンクリートの中性化対策や鉄筋の腐食対策等） 

 耐久性に優れた仕上げ材へ取り替えるもの（劣化に強い塗装・防水材等の使用） 

 維持管理や設備更新の容易性を確保するもの 

 水道、電気、ガス管等のライフラインの更新 

建物機能や性能の向上 

 安全・安心な施設環境を確保するもの 

・耐震対策（非構造部材を含む） ・防災機能の強化 ・事故防止・防犯対策 など 

 教育環境の質的向上を図るもの 

・近年の多様な学習内容・学習形態への対応 ・バリアフリー化 

・今後の学校教育や情報化の進展に対応可能な柔軟な計画 ・木材の活用 など 

・省エネルギー化・再生可能エネルギーの活用 

 地域コミュニティの拠点形成を図るもの 

・防災機能の強化 ・バリアフリー化 ・地域住民の利用を考慮した教室等の配置の変更 

など 

 

 

 

 

 

 

【出典】学校施設の長寿命化改修の手引き（文部科学省）
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5-3 学校施設の規模・配置計画等の方針                 

よりよい教育を推進するため、次の検討実施条件のいずれかを満たす場合、今後の児童数の推移も

考慮した上で、学校の規模や配置の適正化に向け、学校のあり方について検討を進めます。 

 ただし、中学校については、現在適正なバランスで配置されているため、原則現状を維持します。 

幼稚園、留守家庭児童育成クラブ室については、「川西市子ども・子育て計画」に基づき、児

童数の推移等を踏まえつつ、今後のあり方について検討を進めます。 
 
(1)検討実施条件 

①「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き」（文部科学省）に規定する学校 

規模の標準を下回る場合の対応の目安を参考に、学校、保護者、地域の要望等により対応が必要と 

判断した場合 

②建物の改築（建替え）を検討する時期が来た場合 
 
(2)検討実施体制等 

 ①川西市教育委員会と市長部局が連携し、協議会などを設置 

②保護者や地域住民と丁寧な対話を行いながら、まちづくりの視点を含めて検討 
 

5-4 改修等の基本方針                        

(1)長寿命化改修の方針 

中長期的な維持・更新等に係る財政負担の軽減、平準化を実現するため、適切な時期に改修を行

えるよう、築年数に応じた長寿命化改修の方針を設定します。 

ただし、築後40年経過した建物や、老朽化が著しい建物については、長寿命化改修を行うことに

よりかえって財政負担が増加する可能性があることから、原則長寿命化改修を行わず、財政状況や

劣化状況を考慮し必要な改修を行います。 

 

(2)目標使用年数、改修周期の設定 

 「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引き」（文部科学省）では、目標使用年数について、「建

築物の耐久計画に関する考え方」（社団法人日本建築学会）の建築物全体の望ましい目標耐用年数を

参考に、適正な維持管理がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には70～80年程

度、さらに、技術的には100年以上持たせるような長寿命化も可能であるとされています。 

 本計画においても、「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引き」（文部科学省）を参考に、目標

使用年数、改修周期を原則次のとおり設定し、適正な維持管理、長寿命化改修等を行います。ただ

し、劣化等が著しい建築物については、目標使用年数及び改修周期を個別に判断します。 

 

目標使用年数 大規模改修の周期 長寿命化改修の周期 

築後80年 築後20年/60年 築後40年 
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【改築中心から長寿命化への転換イメージ】 

 

 

 

 

 

竣工

　建物の性能

（機能・性能の劣化に殆ど対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう）

従
来
の
改
築
中
心
の
イ
メ
ー

ジ

し

目標使用年数 60年間

経年による

機能・性能の劣化
施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

大規模改修

（事後保全型）

改築

経過年数

（年）

２０ ４０ ６０

８０

竣工

長
寿
命
化
の
イ
メ
ー

ジ

　建物の性能

（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う）

し

目標使用年数 80年間

経年による機能・性能の劣化

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

大規模改修

（予防保全型）

改築大規模改修

（予防保全型）
長寿命化改修

経過年数

（年）

２０ ４０ ６０ ８０

・屋上防水改修

・外壁改修 ・ライフラインの更新　　　　　　

・内装改修 ・耐久性に優れた仕上げ材への取り換え

・設備機器改修 など

・劣化の著しい部位の修繕

・故障・不具合修繕

長寿命化改修

大規模改修

・多様な学習形態への対応など

経年劣化による損耗、機能低下に対する機能
回復工事

・コンクリート中性化対策・鉄筋の腐食対策　　

経年劣化による機能回復工事に加え、社会的要求
に対応するための機能向上工事
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(3)築年数に応じた改修パターンの設定 

 今後一斉に迎える改築等に係る財政負担の軽減、平準化を実現するには、効果的・効率的に

学校施設を整備する必要があり、適切な時期に改修が行えるよう、築年数に応じて次のとおり

分類し、改修パターンを設定します。なお、各施設の劣化状況に基づき算定した健全度や今ま

での改修履歴等も考慮した上で、改修の優先順位づけや改修パターンを決定します。 

 

 

※部位改修とは、屋上や外壁、給排水管、空調などの部位ごとに、全面的な改修や修繕を実施すること。 

竣工

竣工

竣工

竣工

グループ【２】
　建物の性能

グループ【１】
　建物の性能

築20年以下の校舎等

◆目標使用年数：80年

◆大規模改修：
　　　　　　築20～29年

◆長寿命化改修：
　　　　　　築40～49年

◆大規模改修：
　　　　　　築60～69年

◆改築：築80年
（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う）

◆目標使用年数：
　　　　　　築60～70年

◆部位改修：
　　　　　　築41年～

（改築までの残期間を踏まえた部位改修を行う）

築21年～30年
までの校舎等

◆目標使用年数：80年

◆大規模改修：
　　　　　　築25～35年

◆長寿命化改修：
　　　　　　築45～50年

◆部位改修：
　　　　　　築65～70年

◆改築：築80年
（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う）

グループ【３】
　建物の性能

築31年～39年
までの校舎等

◆目標使用年数：80年

◆長寿命化改修：
　　　　　　築40～49年

◆大規模改修：
　　　　　　築60～69年

◆改築：築80年

（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う）

グループ【４】
　建物の性能

築40年以上の校舎等

し

目標使用年数 80年間

経年による機能・性能の劣化

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

大規模改修

（予防保全型）

改築大規模改修

（予防保全型）
長寿命化改修

し

目標使用年数 80年間

経年による機能・性能の劣化

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

大規模改修

（予防保全型）

改築部位改修長寿命化改修

し

目標使用年数 80年間

経年による機能・性能の劣化

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

改築大規模改修

（予防保全型）長寿命化改修

し

目標使用年数 60～70年間

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準

大規模改修

（事後保全型）

改築部位改修

経年による機能・性能の劣化

経過年数

（年）

２０ ４０ ６０ ８０

経過年数

（年）

２０ ４０ ６０ ８０

経過年数

（年）

２０ ４０ ６０ ８０

経過年数

（年）

２０ ４０ ６０ ８０

部位改修など

【図表 改修パターン】 
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5-5 改修等の優先順位                        

改修等の優先順位については、「5-1 学校施設長寿命化計画の基本方針」、「5-3 学校施設の規

模・配置計画等の方針」、「5-4 改修等の基本方針」を踏まえ、築年数により改修パターンを分類

した上で、健全度の点数が低い施設から順に行うことを基本としますが、建築年数や過去の改修

履歴、財政負担の平準化等を総合的に考慮し、棟単位で優先順位を検討します。 

 

 

 

5-6 学校施設の整備水準等                         

今後の改修にあたっては、ライフサイクルコストの削減やエネルギー効率の向上、環境負荷

の低減等の観点をとり入れて、下記の考え方で耐久性の向上を図っていきます。 

長寿命化改修では、施設を長期間使用できるようにするため、耐久性の向上に加え、改修時

の社会的要請等に対応するため機能・性能の向上を図ります。 

大規模改修は経年による劣化や低下した機能の原状回復を主目的とし、施設の目標使用年数

や劣化状況を考慮して改修内容を決定します。 

 

部位 耐久性の向上策 

屋 根 

屋 上 

屋根・屋上は、躯体や建物内部への漏水を防止し建物の劣化を抑えるために、防水処理を

全面的に設置します。防水材の材料は、今後の使用年数を考慮し、防水工法の中から最も

費用対効果の高いものを選定します。 

外  壁 

 

内部仕上 

外壁や内部仕上は、ひび割れ、浮き及びはく落等の重度な劣化を未然に防止するため、壁

面材で部分的又は全面的に被覆し、躯体の劣化の進行を遅らせます。壁面材の材料は、塗

膜仕上、モルタル仕上及びコンクリート打放し仕上等の中から、最も費用対効果の高いも

のを選定します。 

電気設備 

 

機械設備 

設備機器の老朽化対策では、日常点検、消耗部品の定期交換によって故障を未然に防ぐと

ともに、必要に応じて物理的耐用年数の長い機器を選定します。また、設備配管の老朽化

対策では、洗浄工法、更正工法及び更新工法等、今後の使用年数を考慮し、最も費用対効

果の高い工法を選定します。 

健全度 築年数 改修履歴 
財政負担の 

軽減・平準化 

棟単位に 

よる改修 
適正配置 

優先順位決定 

施設評価 
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5-7 維持管理の項目・手法等                         

 学校施設の老朽化や、故障・不具合の発生頻度は、それぞれの立地条件や施設の使われ方によ

って異なります。施設の機能を維持し長期間にわたって有効に活用するためには、日常的、定期

的な点検により、施設の劣化状況を把握することが重要です。学校施設における主な点検・調査

には、法令で義務付けられている建築基準法第 12 条に基づく点検や設備機器の定期点検と日常

の自主点検があります。これらの点検・調査を活用することで、施設の劣化状況を的確に把握し

ます。 

 

(1)法定点検 

建築基準法第 12 条により、建築物の構造等については 3年に一度、建築設備、防火設備につ

いては毎年、有資格者が損傷・腐食その他の劣化状況を点検することが定められています。この

ほかにも消防法、電気事業法、水道法等に基づき各設備の点検を行います。 

 

(2)自主点検 

自主点検は、点検者に資格等の制限はなく日常の利用等による点検を言い、本市では施設管理

者等が施設設備の利用などを通して、異常・劣化を目視等で調査することとしています。また、

施設管理者等では点検が困難な設備等については専門業者へ委託します。 

 

5-8 計画の継続的運用方針                       

(1)情報基盤の整備と活用 

 本計画の運用にあたり「予防保全型」の管理を効果的に推進するため、固定資産台帳や学校

施設台帳等を活用し、学校施設の基本情報、光熱水費などの維持管理費、工事履歴や点検情報

を一元化したデータとして蓄積する等の管理方法を検討するとともに情報整理を行います。 

 

(2)推進体制の整備とフォローアップ 

本計画の推進にあたっては、庁内においては、公共施設等を一元的にマネジメントする組織

（都市政策部公共施設マネジメント課：組織名は令和元(2019)年度現在）と教育委員会が中心

となって取り組みます。 

また、庁内会議等を適宜開催するとともに、財政部局や関連部署と連携・調整を図りつつ、

定期的な情報共有と計画の進捗管理を行います。 

加えて、定期的に計画の進捗状況や目標達成状況を正確に把握し、定期点検・法定点検から

得られる施設の老朽化に関する状況・評価も同時に考慮し、適宜計画内容の見直しを行いま

す。 
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